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薫風の候、皆様におかれましては、お健やかにお
過ごしのこととお喜び申し上げます。
平素は、伊方町農業支援センター活動、またＪＡ

事業各般に亘って格別のご理解とご支援を賜り、厚
くお礼申し上げます。
令和５年産の柑橘販売を振り返りますと、温州み

かんは、９月・10 月の少雨が影響し、糖度上昇も大
きかったが、極端な小玉比率となったため、出荷量
が計画の 89％であったものの、糖高酸低傾向の中
で食味評価も高く競合果実が少なかったことも重
なり高単価で推移した結果、６年連続で 100 億円を
突破することができました。また、中晩柑では、昨
年の少雨の影響や今年になっての高温等により出
荷数量が少ない中で、競合品目が少なく、食味も良
好でまずまずの販売となっていることは、生産者の
皆様の高品質生産への取組みの賜物だと深く感謝
申し上げます。
一方、ＪＡにしうわにおける令和５年度の農家支

援実績は、市町の補助を活用してコロナ禍での安心
安全な受け入れと宿泊改修等受け入れ態勢整備、他
産地との連携による募集活動を実施し、みかんアル
バイター 550 名を受け入れ、約 22,000 人役を確保
いたしました。また、各地区の担い手支援チームで
研修生を受け入れ、就農支援を実施しており、事業
開始から 26 名の研修生が就農し、着実に実績を上
げております。

令和６年度は、伊方共選とみつる共選の合併によ
る新選果場建設が２か年にわたり始まります。
様々な要因により、資材の高騰や人件費、燃料価格
の高騰などにより建設費、設備費等が膨大な金額と
なる中、農家負担軽減のため、国・県・市町の補助
と合わせてＪＡとして支援に取り組んでまいりま
す。さらに、中期経営計画・第 10 次農業振興計画
の最終年度となります。「農業者の所得増大」「農業
生産の拡大」「地域の活性化」の３つの基本目標に
向かって取り組んでいきます。
農業を取り巻く環境は、伊方町においても急速な

少子高齢化により、農業者の高齢化や後継者不足で
離農者が増え続け、廃園や耕作放棄地の増加も避け
られない状況で、農地流動化委員会の機能強化や農
作業支援・受託・人材派遣等の方法で日常的な労働
力支援体制を整備するなど早急な対応が必要と
なっております。
このような環境を踏まえまして、伊方町農業支援

センターでは、農家支援一元化の仕組みを、愛媛県・
伊方町・ＪＡが連携して取り組んでおり、今後さら
に連携強化をはかり、より一層農家のニーズに応え
られるようセンター強化に努めてまいりますので、
今まで以上のお力添えをお願い申し上げます。

西宇和農業協同組合代表理事理事長

小笠原 栄治

行政との連携強化で農業振興に努める



業 務 内 容 役 職 氏 名

地域営農に
関すること

中山間地域対策事業、農業担い手支援、
農業振興対策推進等に関すること。

所長
（ＪＡ経済課） 菊 池 幸 宏

農業振興に
関すること

地域にマッチした農業振興策の推進に
関すること。

課長
（役場農林水産課） 林 栄 作
課長補佐兼所長
（役場農林水産課） 橋 本 利 彦

新規就農者支援
に関すること 新規就農者相談指導に関すること。

係長
（役場農林水産課） 松 平 大

主事
（役場農林水産課） 増 川 湧 介

地域支援に
関すること

補助事業相談指導、鳥獣害対策に関す
ること。

主事
（役場農林水産課） 内 山 豊 彰

主事
（役場農林水産課） 増 川 湧 介

土地改良区に
関すること 畑かん施設の修繕（補助）に関すること。

課長補佐兼所長
（役場農林水産課） 橋 本 利 彦

係長
（役場農林水産課） 松 平 大

営農指導
営農指導、補助事業、無料職業紹介、農
地流動化、青壮年同志会事務局、女性部
事務局、税務指導、農業者年金、労働災
害保険、農作業支援、南予用水、伊方町
共同防除組合事務局

営農担当課長
（ＪＡ） 井 上 博 文

営農指導員
（ＪＡ） 久 瀬 賀 仁

生活指導員
（ＪＡ） 山 下 栄 子

営農指導課
（ＪＡ） 竹 中 富 香

■ 関連窓口
伊方町役場（支所地域住民室） 八幡浜支局 地域農業育成室 ＪＡにしうわ（営農指導員）
瀬戸支所 主事 宇 都 宮聖人 主 幹 小 笠 原長賢 町見事業所 山 下 誠 治
三崎支所 係長 山 口 浩 正 係 長 岡 本 宏 瀬戸出張所 菊 池 武 士

技 師 松 本 亜 子 三崎出張所 藤 原 誠
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みんなで作ろう地域の農業
（アンケート調査の協力）

新たな取り組みが始まります。
今後、高齢者や人口減少が本格化することで農業者の減少、耕作放棄地の拡大により、

地域の農地が利用されなくなってしまうことが懸念されます。このため、農地が利用され
やすくなるように、農地の集約化等に向けた取り組みの加速化が必要です。
このような状況の中で、農業経

営基盤強化促進法が改正され、地
域での話し合いにより地域が目
指すべき将来の農地利用の姿を
明確化した「地域計画」を策定す
ることとなりました。

地域計画とは
町全域で、目指すべき将来の農地利用の姿を明確にするための計画です。
現状の課題を踏まえ、地域農業の将来の在り方や、５～10年後に目指すべき具体的な

利用の姿を描いた農地の地図（目標地図）を作ります。

現在の農地
１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

地域計画図（パターン：規模拡大）
１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

※今後、地域計画に関するアンケートの実施を計画しておりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】伊方町農業委員会事務局 ☎ 0894-38-2658
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八西地区青年農業者連絡協議会

愛媛県内では、紅まどんなや甘平等の多彩な
中晩柑が知れ渡っていますが、首都圏ではまだ
まだ認知度は低いところです。このような中、
八西地区青年農業者連絡協議会は、平成 18 年度
より首都圏の小学生及びその保護者等の消費者
に向けた出前授業を開催し、産地のＰＲや農業
への理解促進、かんきつの消費拡大を行ってい
ます。
今年度は、首都圏の小学校で中晩柑の出前授

業を開催し、かんきつ栽培についての自作DVD
の上映、質問コーナー等を実施しました。
さらに、中晩柑の食べ比べを実施しました。

食べ比べた品種は、伊予柑、不知火、はるか、せ
とかの４種類です。それぞれの特徴を会員が説
明し、児童たちは思い思いの感想を述べながら
食べ比べていました。
児童からは、「はるかはレモンみたいだが甘い」

「せとかの味が濃くてびっくりした」などの様々

な意見が出され、品種ごとの皮や色、味の違いに
驚いている様子でした。
生産者への質問コーナーでは、「どのくらいの

面積で栽培しているのか」「品種はどうやって見
分けているのか」といった質問があり、生産者一
人一人が丁寧に回答しました。
さらに、ＰＲ教材として西宇和かんきつをＰ

Ｒするクリアファイル、かんきつの旬が分かる
かんきつカレンダー、みきゃんのシールをプレ
ゼントし、首都圏の小学生に西宇和地域のかん
きつの魅力を発信しました。
会員らは、西宇和かんきつについてのＰＲを

行うとともに、自身が生産した果実について直
接的な意見を聞く良い機会となったと感じてい
ました。
また、今年度も出前授業を開催する予定です。

今年度も青年農業者の活躍に期待です。

首都圏の小学校で
西宇和かんきつ
出前授業を
実施！
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八西地区青年農業者連絡協議会は３月 22 日、
八幡浜支局でプロジェクト発表会を開催しまし
た。
プロジェクト発表会とは、八西地区の青年農

業者が、日頃の営農・生活の中で直面する課題の
解決や農業経営の発展を実現するために取り組
んでいるプロジェクト活動の成果を発表し、情
報共有を図る発表会です。また、各支部の活動
について地域の農業指導士や関係機関から評
価・アドバイスを受けることにより、組織活動の
向上、地域課題について考える力を養いました。
今年度は、八西地区全６支部から発表があり、

伊方地区青年農業者連絡協議会は、「ＰＲ活動第
２弾～みかんをいっぱい食べてもらおう～」と
題し、みかんゼリーの加工やイルミネーション
点灯式での販売促進活動についての内容を発表
しました。三崎地区農業後継者協議会では、「三
崎地区における腐敗果処理装置の導入検討」と
題し、しまなみ共選に導入されている腐敗処理
装置の視察や、三崎地区への腐敗果処理装置導
入に向けて協議した内容の発表などを行いまし
た。審査員からは取り組みに対する質問や試
験・取りまとめ方法についてのアドバイス、激励
の言葉等がありました。

そして、三崎地区農業後継者協議会が、八西地
区若い農業者育成対策推進会議会長賞（最優良
賞）を受賞し、有終の美を飾りました。今年度一
生懸命活動し、地域課題を身近なものとして考
えるきっかけが出来たと思います。

一年間の
プロジェクト
活動成果を発表！

プロジェクト活動の様子

プロジェクト発表会
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「伊方町農林漁業振興事業」について

問い合わせ：役場農林水産課 TEL 38-2651

令和２年度より開始しました、伊
方町単独の補助事業「伊方町農林
漁業振興事業」を今年度も実施し
ます！
補助要件等を確認のうえ積極的

な活用をよろしくお願いします。

Ｒ ５ 実 績
■ 件 数 57件
■ 総事業費 17,163,845円（税込）
■ 補助金額 5,055,000円

※今年度の予算上限は600万円です。

補 助 概 要
農林漁業者（法人を含む）の機械・設
備投資に対し、事業費の５万円を超え
る部分に補助を行います。

※町税等の滞納者は補助対象外となり
ます。

補 助 金 額
総事業費（消費税を除く）から５万円を引いた額に対
し、下記の補助率を掛けた金額（千円未満切り捨て）。
■ 認定農業者 １／２以内
■ その他農業者 １／３以内

※ただし、１件当たり補助金額50万円を上限とし、
単年度で１経営体あたり１申請とする。

補助対象機械・設備等
■ 農業の生産活動に要する機械、設備とする。
■ 下記の機械等は審査会ですでに承認されています。

・電動一輪車 ・ウッドチッパー ・電動剪定ばさみ
・動噴セット ・レール更新（資材費のみ） ・耕運機
・防風ネット ・ハウスのビニール
・ハウス用巻き上げ機 ・選果機等

ウッドチッパークローラー

本事業で整備された機械
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「有害鳥獣被害防止
対策事業(町単独事業)」
について

問い合わせ：役場農林水産課 TEL38-2651

令和４年度より開始しました、伊方
町単独の補助事業「害鳥獣被害防止対
策事業」の実績について報告します。
今年度も事業を実施する運びとなりま
したので、補助要件等を確認のうえ積
極的な活用をよろしくお願いします。

昨年度実績
■ 件 数 44件
■ 総事業費 4,833,599円（税込）
■ 補助金額 2,136,000円

１．補助対象者
❶ 町内に住所を有する者
❷ 町税等の完納者

２．補助率及び条件
❶ 事業費（税抜）の1/2以内
❷ １件当たり補助金額10万円を上限とし、年度内
１申請とする。

❸ 1,000円未満の端数は切り捨てとする。
❹ 申請は、購入後に領収書及び写真を添付して提出。
３．受付期間
随時受付
※ただし、令和６年４月１日～令和７年３月３１日
までに事業（支払い）を完了したもの。予算に限
りがありますので、申請を受け付けられない場合
があります。

４．対象設備
・鉄筋柵 ・電気柵 ・防鳥ネット（重複申請可能）
※資材費のみが対象で設置費は対象外

５．その他
● 急を要しない農業者については県単事業（１戸か
ら可能）の活用をお願いします。

目 的
近年、鳥獣被害（イノシシ）が山間部だけ
でなく集落付近にまで及んでいること
から農業者だけの問題ではなくなって
います。そこで、被害防止設備の支援を
実施することにより、全町民が鳥獣被害
対策に関心を持ち自主的に対策するこ
とで被害を抑制することを目的とする。

メ リ ッ ト
購入後、すぐに手続きができ
るので必要な時に早急に
整備が可能となる。

園地の周辺（鉄筋柵）中山間部の園地（電気柵）



（８）伊方町農業支援センターだより No.42 令和６年６月13日




